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資料の取り扱いについて
1. ジェアディスの資料は、優先的に会員の皆様と共有しております。公
開されている場合を除き、ジェアディス会員および関係者以外の他者
への再配布等はご遠慮ください。法人会員の場合、社内共有は問題あ
りません。

2. 一部を転載等で利用する場合は、出典の明示（当協議会の名称併記
等）をお願いいたします。

3. 資料の作成にあたっては、可能な限り、エストニア政府の公式サイト、
政府統計データ、エストニア語法令等の1次情報を確認しております
が、内容の正確性につきましては保証できませんので、あくまでも参
考資料としてご利用ください。

皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。



日本・エストニア/EUデジタルソサエティ推進協議会 

日本・エストニア/EUデジタルソサエティ
推進協議会 （略称：JEEADiS ジェアディス）
http://www.jeeadis.jp/
エストニアをデジタル社会のモデルとし、国民視点
で日本の情報化社会のあり方を考え、世界に貢献で
きる日本を創ることを目指します。

未来型国家エストニアの挑戦電子政府が
ひらく世界 （ペーパーバック、電子書籍）
インプレスR&Dから発売中 

ラウル･アリキヴィ理事と前田陽二代表理事が
執筆。エストニアの医療情報化も紹介。
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エストニア共和国

www.jeeadis.jp 4



出典：エストニア政府資料等

バルト三国
の一つ

エストニア 

九州より
少し大きい

1991年
ソ連から独立回復

2004年
NATO・EU加盟

2010年
OECD加盟
2011年
ユーロ導入

人口・経済規模
日本の1/100
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インターネット自由度   世界 1位

OECD 税競争力 11 年連続1位
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空気がキレイな国   世界 4位
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起業活動が盛んな国   世界 1位

人口当たりの起業率   EU 1位
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国家サイバーセキュリティ指数  1位

ITU グローバル サイバーセキュリティ指数 3位
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EU 2020デジタル公共サービス指数 1位
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女性医師の割合 73%  OECD 1位

データ  https://www.oecd.org/gender/data/women-make-up-most-of-the-health-sector-workers-but-they-are-under-represented-in-high-skilled-jobs.htm
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無人の公共バス路線が稼働中
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自動運転宅配ロボット

出典：https://starshipdeliveries.com/



出典：Wikipedia、エストニア政府資料等から作成

エストニアの歴史 
他国・他民族による支配と回復の歴史

www.jeeadis.jp 14

13世紀以前  エストニアとしての統一はなく、地域共同体として存立

12-13世紀  十字軍が派遣され、キリスト教化が進展

13-19世紀 ドイツ人による支配時代が続く エストニア人の「闇の時代」

16-17世紀 スウェーデンがエストニア北部の支配権を掌握 「良きスウェーデン時代」

1700-1721年 ロシアとスウェーデンの間で大北方戦争  エストニア全土が戦場に 

18-19世紀 ロシアの統治下でエストニア人の権利が制限、民族意識が高まり文化活動が活発化

1918年2月24日 1917年にロシア革命が勃発し、翌年にエストニア共和国の独立を宣言

1918-1919年 エストニア独立戦争（ロシア、イギリス等連合国、ドイツ）

1920年 ソ連がエストニアの独立を承認  

1940年 1939年に第二次世界大戦が勃発し、ソ連がエストニアを占領
  多くのエストニア人が処刑、ロシア収容所・シベリア送りに

1945年以降 第二次世界大戦後にソ連に再併合され、ロシア人の流入が進む

1980年代後半 ゴルバチョフのペレストロイカ政策、ベルリンの壁崩壊等の影響で民主化・独立の機運が高まる

1989年8月23日 タリン、リガ、ヴィリニュスを人間の鎖で結ぶ運動「バルトの道」に100万人が参加

1991年9月6日 ソ連がバルト3国の独立回復を承認し、国連に加盟

2004年 北大西洋条約機構（NATO）と欧州連合（EU）に加盟



1944 独ソ・エストニア戦線
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出典：YouTube ムービー https://youtu.be/vqf46t3gXh0

2015年公開 エストニアの戦争映画
1944年のナチス・ドイツ軍とソビエト赤軍の戦い
エストニア兵士は両軍に属し、エストニア人同士で戦うことに



バルトの道  Baltic Way 
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出典：Wikipedia    写真：The Baltic Way  http://www.thebalticway.eu/

1989年8月23日  バルト三国独立運動の一環として行われたデモ活動
約200万人が参加し、約600kmに渡り「人間の鎖」で3共和国を結んだ
当局の認可を得て平和裏に行われ、鎖が切れないよう周到に計画された



デジタル国家 エストニア
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エストニアのデジタル国家の歴史
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混迷 改革 実践 発展 挑戦 共生

1991-1995 1996-1999 2000-2006 2007-2012 2013-2018 2019-2030
タイガーリープ

eスクール
プログラミング
タイガー

Eesti 2.0（STEAM教育）
e-スクールバッグ

共和国政府法
市民権法

身分証明書法、デジタル署名法
情報公開法、データベース法、人口登録法
行政手続法、管理手続きの共通基盤

公共情報法
個人データ保護法
アーカイブ法

EU一般データ保護規則
電子IDトラスト法

サービス組織と情報管理の原則

デジタル化

データ連携
自動化

越境データ連携
プッシュ型

意思決定支援
自律化



Transparency
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政府を信頼できないからこそ
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透明性
Transparency

公平性
Fairness

責任追及性
Accountability
Responsibility

追跡可能性
Traceability

政府が
国民を監視
Big Brother

国民が
政府を監視
Government 
Surveillance 
by Citizens
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Xロードによる疎結合と自動化
エストニアの国家情報システムは、国の機関や
自治体や公的機関や民間企業等による官民共同
利用方式
組織ごとではなく、分野・目的ごとに作られる
国家情報システムは、基本的には国が管理者
（データコントローラー）となるが、自治体が
独自に構築する場合は自治体が管理者になる
エストニアで標準化・共通化されているのは
「異なる情報システム（データベース）間の相
互運用を可能にするデータ連携の方法」であり、
Xロードと呼ばれる仕組み（プロトコル群）
Xロードの特徴は、接続・参加する情報システ
ムの形態（使用言語やプラットフォーム等）を
選ばないことで、「疎結合」によるリアルタイ
ム自動処理を実現している
業務（サービスや手続き等の処理）システムの
標準化を行う場合の順番は
1. 実務に耐え得るレベルのデータ連携の確立
2. データマッピングによるサービスや手続き等
の設計（制度と情報システムの統合）
3. ビジネスプロセスモデリング等の実施

出典：データ交換層 X-Tee https://www.ria.ee/riigi-infosusteem/andmevahetuse-platvormid/andmevahetuskiht-x-tee

データ連携のレベル＝デジタルサービスの品質

インターネット

政府
ポータル

銀行

商業
登記

企業

税務
当局

人口
登録簿

通信会社
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行政サービスと添付書類

出典：コンビニ交付 住民票の写し見本（仙台市） 
https://www.city.sendai.jp/kosekijumin/kurashi/tetsuzuki/koseki/kofu/documents/05_jyuuminnhyoumihonn.pdf

サービス
（手続き）

戸籍謄本

卒業証明 残高証明

住民票
納税証明

サービスを受ける人が、添付書類を集めて、役所へ提出する
必要なのは、紙の証明書ではなく、そこに書かれている情報（の一部）

要件確認に必要な３情報
1. 人に関する情報
2. 物に関する情報
3. 金に関する情報
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データ駆動型の行政サービス

サービス

サービスを受けるための条件等を満たしているか
必要最小限の情報（データ）だけを、役所が取得・確認する
識別子を活用することで、自動処理やイベントサービスが可能になる

住民登録

国籍
得喪

金融機関教育

税務

リンク情報

・個人識別コード
・サービスID
・オブジェクトID（リンクトデータ）
・アクセス権限など

EE/GOV/74000091/rets

サービスのデザイン
＝サービスとデータのマッピング



医療保険金の請求処理の完全自動化

出典：https://lounaeestlane.ee/eelmisel-aastal-noudis-haigekassa-raviasutustelt-tagasi-ligi-pool-miljonit-eurot/
The role of digital claims management for Estonia’s health insurance  https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1491212/retrieve

www.jeeadis.jp
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1.医療機関の
情報システム
で請求書を自
動作成

2.請求データ
をXロード経
由で自動また
は手動送信

3.請求内容を
自動審査、
DRGs疾病分
類を適用

4.確認済み請
求に処理番号
（識別子）を
付与して支払
い処理を実行

形式・実質要件を満たさない
エラー請求を自動で返戻

医療機関の情報システム 健康保険基金（保険者）の情報システム

5.支払い済み
請求の検証
（機械学習、
専門家のレ
ビュー）

• 請求の自動審査機能により、支払い前に368の異なる検証項目をコンピュータが確認
• 確定前の請求のテスト送信でも、自動審査機能とフィードバックが利用可能
• 医療機関は、償還予定金額や契約履行の状況（予算の残額等）を事前確認
• 自動化が進んでいるので、日本のように請求の返戻が人的な負担にならない

自動審査機能は、処方箋や病気休暇
証明書などの処理でも採用



日本の住所変更とDXの関係

データ受付
処理システム 転出届

データ

出典：関係法令や公式サイト等の情報から筆者作成

自治体
（市町村）①

②
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住民基本台帳
(住民記録システム)

①窓口手続きの最適化（改善）、②手続きの電子化（改善？）DX・改革は無し
マイナポータル経由で転出届をしても、自治体の事務処理負担は変わらないか増加
自治体単位のデータ管理で、転入・転出・転居など役所都合の区分けを住民に強制

不動産登記

住所建物の名義確認
等はしない

ログイン

情報提供ネット
ワークシステム

窓口のみ
郵送不可

書かない窓口
ワンストップ窓口

三層分離

マイナポータル

デジタル庁

転出届
引越し手続

オンラインサービス
（一部自治体のみ）

オンライン
申請不可

自治体ごとの改修
手作業・目視の混在

自治体情報システムの標準化やガバメント
クラウドで住所変更のDX・改革はできない

転入・転居届は
別途役所で紙提出

オンラインで完結しない

窓口のデジタル化が
独自に発展



人口登録簿

エストニアの住所変更とDXの関係

手続き用
ソフトウェア

SaaS

住所データ
の変更

出典：関係法令や公式サイト等の情報から筆者作成

自治体
（市町村）①

③

②
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文書管理
システム

①窓口で紙の手続き、②手続きの電子化（改善）、③手続きのDX（改革）
ポータル経由で住所変更すると、自治体の事務処理負担はゼロ（自治体の中抜
き）
自治体単位でデータ管理しないので、転入・転出・転居などの区分けも無し、住
登外データの管理も不要

電子署名

e人口登録 
または

政府ポータル

不動産登記

住所建物の名義・
賃貸契約等の確認

住所データ
の変更

ログイン 国
（内務省）

Xロード
（ゼロトラスト）

窓口
郵送

セルフサービス

人が来ない・窓口が簡素化
人の代わりにパソコン設置
セルフサービスへ誘導

内務省（データコン
トローラー）が開

発・管理

行政機関に
受理義務



エストニアのオンライン出生届

市民
（夫婦）病院

（出産）

人口
登録

保育園

健康保険
登録

電子
出生証明書

子育て関連
サービス案内 オンライン

出生届
（名前登録）

子供の
健康保険
自動登録

出典：Birth registration of a child などエストニア政府資料を参考に作成
https://www.eesti.ee/eraisik/en/artikkel/family/further-activities-after-the-birth/birth-registration-of-a-child

個人番号
生成

オンライン
利用申込み

①
④

⑤

③

②
③
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家庭医
登録

母親と同じ

児童手当の給付は「積極的サービ
ス」で申請不要に
父親の育児有給休暇も提案

・出生証明書番号
・発行日
・発行機関名

妊娠登録
DB

②



エストニアのオンライン死亡届

家族
親族等病院等

（死亡確認）

人口
登録

墓地
葬儀社等

社会保障情報
システム

死亡通知
健康情報シス
テム経由

給付権者
等の死亡

出典：関係法令等から筆者作成

死亡証明書
死亡診断書（死産）

①

③②

④
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社会福祉給付
データベース

家族・親族による役所への死亡届は不要
公的なサービスへの死亡報告等も不要

・死亡者個人番号
・通知番号
・発行日
・発行機関名など

医師

年金・各種
手当等の支
給停止

親権の変更
婚姻の終了

同棲契約の終了

宗教葬
世俗葬

連絡

死因登録
DB

②

死亡証明書
（紙・電子）

死亡診断書

①

③

③

自治体
葬儀給付金

オンライン申請

④ 給付金
支給

相続登記簿

相続開始

③

取得
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人口登録ポータル（e-populationレジスター）

出典：https://www.rahvastikuregister.ee/
https://www.siseministeerium.ee/et/eesmark-tegevused/rahvastikutoimingud/rahvastikuregister
https://www.eesti.ee/portaal/rrteenus.index

住所や連絡先の変更、所有不動産の住民登録確認、出生登録、名前の適合性確認
各種証明書（死亡証明書等）の注文、死亡確認、自己データへのアクセス制限
法定相続人（配偶者と親族）については、人口登録簿で参照・確認できる



住民登録制度の全体像
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居住登録
 Resident Registration

民事登録
Civil Registration

家族登録
Family 

Register

重要記録
Vital Record国勢調査

Census

医療記録
Medical Record

Health Data

有権者登録
Voter 

Registration

居住地
Place of Residence

世帯
Household 人口登録

Population Register

人口動態統計
システム

Vital Statistics System

CRVS
システム

エストニアの人口登録簿

個人



エストニアの人口登録簿の個人データ
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1 氏名（名前法に基づく）
2 性別
3 出生データ（生年月日、出生地）
4 個人識別コード
5 市民権・国籍に関するデータ
6 住居に関するデータ
7 追加住所
8 連絡先の詳細（メールアドレス、ポストボックス番号、電話番号）
9 滞在先の住所
10 婚姻状態に関するデータ （独身、既婚、死別、離婚）
11 親権に関するデータ （親権者、保護者、親権の回復・制限・剥奪など）
12 後見に関するデータ （後見人の氏名、後見開始終了時刻、後見人の同意なしに可能な取引など）
13 有効な法的能力の制限、投票権の剥奪に関するデータ
14 死亡に関するデータ （死亡時間・場所、埋葬地、死亡原因など）
15 母親、父親、配偶者、パートナー、子供に関するデータ（個人識別コードなど）
16 教育の最高達成レベル（最終学歴）
17 民族籍、母国語、教育 （※統計目的の任意提出・登録データとして）
b 個人データに関連する文書のデータ （発行した身分証明書、外国人居住・就労許可証、裁判所の決定など）
c 有権者登録データ（有権者リストおよび有権者カードの作成で利用）
d 手続に関するデータ（捨て子に関する情報、結婚時に選択された財産関係など、統計データとして利用）
e 登録簿の維持管理に役立つデータ（データ提供者・入力者、データへのアクセス履歴、分類コードなど）
f 登録簿の非最新データ（関連性を失った個人データ、開催された選挙の有権者登録データなど）

出典：Population Register Act から作成 （2024年7月現在） https://www.riigiteataja.ee/akt/106072023073



日本の住民票の個人データ

www.jeeadis.jp 32

1 氏名

2 生年月日

3 性別

4 世帯主・世帯員の氏名（世帯主との続柄）
5 戸籍の表示

6 住民となった年月日

7 住所、住所を定めた年月日

8 （他の市町村から転入した場合）住所を定めた旨の届出の年月日、従前の住所

8の2 個人番号

9 選挙人名簿への登録の有無

10 国民健康保険の被保険者資格に関する情報

10の2 後期高齢者医療の被保険者資格に関する情報

10の3 介護保険の被保険者資格に関する情報

11 国民年金の被保険者資格に関する情報

11の2 児童手当の受給資格に関する情報

12 米穀の配給に関する情報
13 住民票コード

14 住民の福祉の増進に関する情報（市町村長が事務管理・執行するもの）

出典：住民基本台帳法、住民基本台帳法施行令から作成

紙台帳の名残り、戸籍との併存、世帯単位、自治体単位、主キーの不存在



エストニアの
個人向けポータルサイトと

イベントサービス
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エストニアの政府ポータル

個人向けサービスと起業家向けサービスを提供
オンラインサービスはセルフサービスという位置づけ

出典：https://www.eesti.ee/
www.jeeadis.jp
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エストニアのイベントサービス

個人のライフイベントに合わせて、包括的かつ積極的なサービスを提供
現在は結婚、出産、死亡、徴兵、定住など8つのイベントに対応
申請不要のプッシュ型サービスを目指しているが、発展途上の段階

出典：https://www.eesti.ee/
www.jeeadis.jp
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私たちの目標は、人々が政府との不必要
なやり取りで時間を無駄にすることがな
いように、デジタル政府のユーザー体験
を可能な限り最高レベルに引き上げるこ
とです。

www.jeeadis.jp
36

ヤーヌス・ヴァルドマー
イベントサービス プロジェクトマネージャー
経済通信省



セルフサービスへのログイン

eID（電子識別）によるログインで、安全・確実な本人確認とデータ保護を実現
現在はIDカード、モバイルID、スマートID、他のEU加盟国のeIDが利用可能

出典：https://www.eesti.ee/
www.jeeadis.jp
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個人向けデスクトップ

出典：https://www.eesti.ee/
www.jeeadis.jp
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個人向けポータルで自己情報を確認、初期登録は不要
デスクトップ画面で基本情報、健康・財産関係の情報を一覧表示



個人向けデスクトップ（健康関係）

出典：https://www.eesti.ee/
www.jeeadis.jp
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健康保険、払い戻し用の銀行口座、処方箋、健康保険証等の情報を表示
より詳細な情報へのアクセス方法として、健康ポータルへ誘導



個人向けデスクトップ（財産関係）

保有する自動車登録の情報を表示

出典：https://www.eesti.ee/
www.jeeadis.jp
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自分が相続人になる
遺言書等の情報を表示

保有する不動産登記の情報を表示



個人向けポータル（家族向けサービス）

出典：https://www.eesti.ee/
www.jeeadis.jp
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家族関係のイベントに対応するサービスを表示

愛する人の死
1. 自分自身の死や愛する人

の死に備える
2. 死と埋葬について学ぶ
3. 相続と契約



愛する人の死：備える（１）

出典：https://www.eesti.ee/
www.jeeadis.jp
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時系列で5つの段階に分けて、必要な行動や手続き等を解説
各段階において、利用できるセルフサービスを提示

生前の準備・計画を推奨



愛する人の死：備える（２）

出典：https://www.eesti.ee/
www.jeeadis.jp
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葬儀の手配に関する情報や注意事項等を解説
葬儀会社等への申し込みなど民間サービスとの連携は無し

埋葬地の割り当てには死亡証明書が必要



愛する人の死：備える（３）

出典：https://www.eesti.ee/
www.jeeadis.jp
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故人の財産や私物の処理に関する手続きや注意事項等を解説
パスワード管理ツールの使用、SNSの追悼アカウントの確認等も推奨

デジタル資産・アカウントリストの作成を推奨



愛する人の死：備える（４）

出典：https://www.eesti.ee/
www.jeeadis.jp
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遺言や相続に関する手続きや注意事項等を解説、詳細は「相続と契約」で
相続人の検索や遺言書の登録ができる電子公証サービスと連携

遺言書の作成は公証人の利用を推奨
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エストニアの遺言書と相続登記簿
遺言は、遺言者が死亡した場合の相続の
取り決めを行う一方的な取引
遺言の種類は、公正証書遺言、または家
庭内遺言（立会人ありの署名、または自
筆作成・署名）
遺言には手書きの署名が必要、デジタル
署名、口頭、ビデオの作成はできない
公正証書遺言を作成・認証した公証人は、
遺言書の詳細を相続登記簿に入力、遺言
書のコピー（デジタル署名付き）がその
記入欄に追加される
家庭内遺言を作成した遺言者は、政府
ポータル（eesti.ee）にログインして相
続登記簿に入力できる（遺言書のコピー
は記入欄に追加できない）
相続登記簿のデータは、公証人会議所の
セルフサービスポータルからログインし
て参照できる

出典：公証人による解説  https://www.notar.ee/et/teabekeskus/parimine   電子公証人のセルフサービス https://www.notar.ee/
相続法  https://www.riigiteataja.ee/akt/110032016016?leiaKehtiv

公告サービスで相続手続の開始を誰でも確認できる

セルフサービスで遺言の届出・確認、遺贈者の検索
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相続登記簿のデータベース

法務省
（データ管理者）

相続登記
データベース

1. 相続手続き
2. 相続証明書
3. 共有財産の一部の譲渡
4. 遺言書
5. 相続契約
6. 財産保全措置などの情報
・相続手続きが開始されているか？
・相続手続きは完了しているか？
・相続人は誰か？
・遺言書を作成しているか？
・財産保全措置がされているか？

電子公証人
ポータル

連携

データ提供

出典：相続法  https://www.riigiteataja.ee/akt/110032016016?leiaKehtiv

データ保護
検査局

登記情報システム
センター

（データ処理者）

記録されるデータ

相続法

構築・維持管理
データの匿名化等

指揮
命令

監督

公証人・裁判所等

参照

遵守

電子データのみ
自動データ処理

公証人・裁判所
（データ処理者）



愛する人の死：備える（５）

出典：https://www.eesti.ee/
www.jeeadis.jp
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臓器提供や献体に関する手続き等を解説
臓器提供や献体の意思表示登録ができる健康ポータルと連携

健康ポータルで意思表示ができる



愛する人の死：亡くなったら

出典：https://www.eesti.ee/
www.jeeadis.jp
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実際に家族等が死亡した時に必要な手続き等を4段階で解説
救急コール、死亡届の有無、葬儀給付金等の申請、銀行への連絡など

葬儀会社が手続きの一部を代行



葬祭費のオンライン申請（日本とエストニア）

出典：川崎市 : 葬祭費 https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000017102.html   サク市  https://www.sakuvald.ee/
SPOKU – 助成金申請および処理システム https://spoku.ee/
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事前の利用者登録が必要
入力項目が紙の申請より多い
添付書類が必要、保険証の返納は別途
※亡くなった方が75歳以上である場合等、
後期高齢者医療制度の加入者である場合
は、電子申請を利用できません。

川崎市のオンライン申請（行政ASP） エストニア サク市のオンライン申請

事前の利用者登録は無し
入力項目が最小限で紙より更に簡単
添付書類も保険証返納も無し

エス



イベントサービスの開発計画

2017年から積極的サービス（見えないサービス）を開発して提供
イベントサービスの開発計画で、ロードマップ（2022-2025）を提示
年金、離婚、健康上の問題を抱える子どもへの支援を2024年末に追加

出典：プロアクティブサービスの開発ロードマップ https://www.mkm.ee/en/e-state-and-connectivity/digital-services/proactive-government-services
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段階：情報提供サービス1 ＞＞ 情報提供サービス２ ＞＞ データ共有サービス ＞＞ 更なる開発・改善



イベントサービス管理モデル（婚姻）

イベントサービスの管理は、基礎となる公的データベースの管理者が行う
婚姻登録により更新された人口登録簿の最新データを他のサービスで利用

出典：イベントサービス（法務デジタル省） https://www.justdigi.ee/digi-side-ja-kuber/digiteenused/sundmusteenused
www.jeeadis.jp 52

利用者
政府

ポータル

国家情報システム局各サービスの管理者
イベントサービス

管理者

内務省 

婚姻届の提出

婚姻の登録

警察国境
警備局

道路管理局

運転免許証

IDカード



死亡後の手続き（日本との比較）

参考：両国の法令や政府資料等から筆者作成 www.jeeadis.jp 53

日本 エストニア
死亡届の提出 必要 無し

死亡診断書等の取得・提出 必要 オンライン対応

埋火葬許可申請 必要 無し

埋葬費等の支給申請 オンライン対応 オンライン対応

年金・健康保険等の変更・死亡届等 必要（省略あり） 無し

健康保険証の返納 必要 無し

身分証明書・旅券等の返納 必要（マイナンバーカード
は不要）

必要

電気・ガス・水道の名義変更等 オンライン対応 オンライン対応

携帯電話・クレジットカード等の解約 オンライン対応 オンライン対応

相続税の申告・納税 オンライン対応 無し（相続税が無い）

死亡保険金の請求 オンライン対応 オンライン対応

戸籍等の証明書の取得・提出 必要 無し

相続財産の売却・名義変更等 必要 オンライン対応



日本がデジタル社会に対応するために（優先順）

www.jeeadis.jp 54

1 公共調達制度と情報公開制度（情報管理）の見直し

2 国が管理する統合型の住民登録制度（人口登録簿）の確立

3 公的データベースの主キーとして使える個人番号の確立

4 リアルタイムのデータ連携を自動処理できる仕組み

5 行政機関によるデジタル利用・受付の義務化

現在のデジタル庁が進める政策・施策では厳しい



ご清聴 ありがとうございました
ジェアディス理事 牟田学

お問い合わせ：http://www.jeeadis.jp/contact.html

個人ホームページ  http://www.manaboo.com/
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